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衆
議
院
議
員
小
川
国
彦
君
提
出
新
東
京
国
際
空
港
の
営
業
者
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す

る
。 内

閣
衆
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八
〇
第
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六
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五
十
二
年
六
月
七
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内
閣
総
理
大
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三 

 
衆
議
院
議
員
小
川
国
彦
君
提
出
新
東
京
国
際
空
港
の
営
業
者
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
及
び
二
に
つ
い
て 

御
質
問
の
事
業
者
の
選
定
は
、
公
募
に
よ
ら
ず
、
事
業
を
希
望
す
る
者
の
中
か
ら
、
当
該
事
業
が
空
港
利
用

者
の
利
便
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、
当
該
希
望
者
が
当
該
事
業
に
関
す
る
資
力
、
信 

用
、
知
識
、
経
験
そ
の
他
の
事
業
遂
行
能
力
を
有
す
る
こ
と
等
を
基
準
と
し
て
行
う
こ
と
と
し
、
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
地
元
民
等
に
対
し
て
は
、
そ
の
適
性
に
応
じ
優
先
的
に
配
慮
を
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
と
承
知
し
て

い
る
。 

三
に
つ
い
て 

御
質
問
の
事
業
者
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
お
お
む
ね
内
定
し
て
い
る
が
、
個
々
の
会
社
名
等
に
つ
い
て
は
、

新
東
京
国
際
空
港
公
団
に
お
い
て
、
今
後
適
当
な
時
期
に
公
表
す
る
意
向
で
あ
る
と
聞
い
て
い
る
。 



四
に
つ
い
て 

事
業
に
必
要
な
給
排
水
等
の
設
備
工
事
の
一
部
に
つ
い
て
事
業
者
の
費
用
負
担
に
よ
り
新
東
京
国
際
空
港
公

団
が
工
事
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
、
昭
和
四
十
七
年
度
以
降
、
そ
の
費
用
に
つ
き
支
払
を
受
け
た
も
の
で
あ
る

と
承
知
し
て
い
る
。 

右
答
弁
す
る
。 

四 

 




